
 

   

 

 

12月分                             №15 

件 名  知事へのメールについて 

受付日 令和３年１２月２７日 

ご意見・ご提案の 

概要 

知事へのメールは、県民が直接知事に対して提案、意

見、疑問をぶつけることができる素晴らしいコンテンツで

あるため、トップページに県政への意見と併せて表示して

はどうか。 

 

県の考え方 

 

 現在、トップページに「ようこそ知事室へ」というタイ

トルのバナーを表示しており、その先のページ内に、知事

の県政に対する思いや、県政の歩みと並んで「知事へのメ

ール」欄を設けています。そこで、知事の思いや日々の公

務をご覧いただいて、県民の皆様からのご意見、ご提案を

お寄せいただけるようにしていますので、ご理解いただき

ますようお願いします。 

 

担当課  総務部 行政管理課 

 


